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研究要旨 

ウェルナー症候群(WS)患者では靭帯や腱の非対称性の石灰化が報告されてきたが、中で

もアキレス腱に特徴的に石灰化を認めることが多い。非 WS 患者においてもアキレス腱石灰

化はまれに認められることがあるが、その頻度や形態の違いは明らかではなかったため調

査した。非 WS 患者では発生頻度は 0.88%であり長径 9.7mm～63.2mm の石灰化が 1～4個存在

した。WS 患者の 76.1%においてアキレス腱に石灰化を認め、時にみられる広範囲に濃淡を

認める形態は特徴的で火焔様とも表現される。非 WS 患者と明らかにことなる石灰化形態を

示すこの所見は WS 診断の一助となりうる。  

 

Ａ．研究目的 

ウェルナー症候群(WS)患者では靭帯や腱

の非対称性の石灰化が報告されてきたが、

メカニズムは不明である 1)。関節包や腱付

着部の石灰化は手、手関節、足、膝及び肘

に多発性にみとめられることもある 2)。ア

キレス腱に石灰化が生じることもあり 3)、

広範囲で特徴的な形状の石灰化を認めるこ

とがある 4)。過去に異所性石灰化が 3分の 1

に認められたとする報告があったが 5)、近

年では 85.3%に認められたとする報告があ

る 6)。WS 患者の皮膚組織の線維芽細胞では

燐 酸 の 取 り 込 み に 関 与 す る Na-Pi 

cotransporter(Pit-1) が上昇している 6)。

単純エックス線によって容易に判定できる

アキレス腱の石灰化が、WS に特異的なもの

であることが判明すれば診断に有用である。

よって本研究では WS 患者に見られるアキ

レス腱石灰化の特徴を検討し診断における

有用性をクリニカルクエスチョン形式で検

討した。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）対象 

2010 年度に「ウェルナー症候群の病態把

握、診療指針作成と新規治療法の開発を目

的とした全国研究」が行った全国二次アン

ケート調査に回答を得た WS 症例の中で、ア

キレス腱の石灰化について回答が得られた

92 例と、2004 年～2015 年にかけて奈良県

立医科大学整形外科にて足部・足関節の手

術を行った非WS患者1853例 2151足の単純

エックス線を対象とした。 

（２）方法 

単純エックス線画像にてアキレス腱石灰

化の形態を評価し、さらに発生頻度や大き



さ、個数を計測した。そのうえで「WS 患者

のアキレス腱石灰化は非 WS 患者のアキレ

ス腱石灰化と異なるか。」「単純エックス線

におけるアキレス腱の石灰化は WS の診断

に有用か。」という２つのクリニカルクエス

チョンに対する回答形式で検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理面への配慮として、画像サンプルの

抽出には患者名が特定できる形での抽出は

行わず、別途振り分けた ID 番号にて管理し

た。患者名と ID 番号の対応は専任の研究者

が行い、データファイルが漏出しないよう

厳重に管理した。 

 

Ｃ．研究結果 

Q1. WS 患者のアキレス腱石灰化は非 WS

患者のアキレス腱石灰化と異なるか。 

 

A1.   WS 患者におけるアキレス腱石灰

化は多発性かつ広範囲で濃淡が強く認めら

れ、火焔様とも表現される石灰化様式を示

している。この石灰化は非 WS 患者の石灰化

とは明らかに異なっている。 

 

アキレス腱の石灰化と混同する恐れのあ

るアキレス腱踵骨停止部における骨棘は、

近年の調査の結果アキレス腱付着部表層に

おける線維軟骨成分のアポトーシスと、そ

の後におこる enchondral ossification に

よるものであり、アキレス腱の石灰化とは

異なることが証明された 7)。 

 アキレス腱の腱内石灰化はアキレス腱

症やアキレス腱付着部症において認めたと

する報告 8)9)や、アキレス腱断裂の術後に認

められたという報告 10)が散見される。WS 患

者におけるアキレス腱石灰化は多発性かつ

広範囲で濃淡が強く認められ、火焔様とも

表現される石灰化様式を示している。この

石灰化は非 WS 患者の石灰化とは明らかに

異なっている。 

 

Q2. 単純 Xp におけるアキレス腱の石灰

化は WS の診断に有用か。 

     

A2.  WS 患者におけるアキレス腱石灰化

の出現頻度は非 WS 患者と大きく乖離して

おり、アキレス腱実質部での石灰化は WS の

診断基準に組み入れることは有用である。 

 

WS 患者のアキレス腱の石灰化は出現頻度

や範囲、出現様式に関して非 WS 患者のもの

とは明らかに異なる。2010 年度に「ウェル

ナー症候群の病態把握、診療指針作成と新

規治療法の開発を目的とした全国研究」が

行った全国二次アンケート調査に回答を得

た WS 症例の中で、アキレス腱の石灰化につ

いて回答が得られた 92 例のうち 70 例

(76.1%)で石灰化を認めた。2004 年～2015

年にかけて奈良県立医科大学整形外科にて

足部・足関節の手術を行った非 WS患者 1853

例 2151 足の単純 Xp で、アキレス腱の石灰

化が認められたのは 19 足(0.88%)に過ぎず、

長径9.7mm～63.2mmの石灰化が1～4個存在

した。 

WS患者におけるアキレス腱石灰化の出現

頻度は非 WS 患者と大きく乖離しており、ア

キレス腱実質部での石灰化は WS の診断基

準に組み入れることは有用である。 

 

Ｄ．考察 

健常人にも時に認められるアキレス腱踵



骨停止部における骨棘はアキレス腱による

牽引が原因で発生するものであり、腱実質

の石灰化とは異なる。これらを除いたアキ

レス腱実質部での石灰化の発生頻度は非 WS

患者では極めて低く、WS 患者のそれとは大

きく乖離する。また多発性で濃淡を認め、

時に火焔様とも表現される WS 患者におけ

る石灰化の形態は明らかに非 WS 患者のも

のとは異なっているため、診断に有用との

判断は妥当である。 

 

 

Ｅ．結論 

アキレス腱石灰化として 

1)単純Xpにて長さが2cm以上で踵骨と連続

性を持たない石灰化が存在する(単独で大

きな分節型石灰化)(図 1)  

2)長さが 2cm 未満だが踵骨と連続性を持た

ない石灰化が 2 つ以上存在する(複数の小

さな分節型石灰化)(図 2)  

3)アキレス腱実質部に明らかに異常で広範

囲にわたる火焔様石灰化(図 3)が存在する 

 以上のいずれかに該当する場合には特異

的な WS 患者のアキレス腱石灰化を疑って

診断を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 

 

アキレス腱に 2cm を超える石灰化が存在す

る。(単独で大きな分節型石灰化) 

 

図 2 

 

2cm 以下の小さな石灰化ではあるが、複数

個存在する。(複数の小さな分節型石灰化) 

 

図 3 

 

アキレス腱の停止部に広範囲に火焔様の石

灰化が存在する。(火焔様石灰化) 
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作成上の留意事項                                                                           
      
  １．「Ａ．研究目的」について                                                             
    
   ・厚生労働行政の課題との関連性を含めて記入すること。                                   
    
  ２．「Ｂ．研究方法」について                                                             
    
   (1) 実施経過が分かるように具体的に記入すること。                                       
    
   (2) 「（倫理面への配慮）」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究

対象者に対する不利益、危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）に関わ
る状況、実験に動物対する動物愛護上の配慮など、当該研究を行った際に実施した倫理面へ
の配慮の内容及び方法について、具体的に記入すること。倫理面の問題がないと判断した場
合には、その旨を記入するとともに必ず理由を明記すること。                           
                      

          なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成２５年文部科学省・厚生労働
省・経済産業省告示第１号）、疫学研究に関する倫理指針（平成１９年文部科学省・厚生
労働省告示第１号）、遺伝子治療臨床研究に関する指針（平成１６年文部科学省・厚生労
働省告示第２号）､臨床研究に関する倫理指針（平成２０年厚生労働省告示第４１５号）、
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（平成１８年厚生労働省告示第４２５号）、厚
生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８年６
月１日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）及び申請者が所属する研究機関で定めた
倫理規定等を遵守するとともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が
必要な研究については、研究開始前に所定の手続を行うこと。 

 
  ３．「Ｃ．研究結果」について                                                             
    
   ・当該年度の研究成果が明らかになるように具体的に記入すること。                         
    
  ４．その他                                                                              
     
     (1) 日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いること。                                           
    
    (2) 文字の大きさは、１０～１２ポイント程度とする。                                     
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